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わが国の流通システムは多段階・小規模といった

特徴を有しているが、これに多業種の商慣行が絡み

合って複雑化している。さらに、近年における消費

者ニーズの多様化や企業間競争の激化等から、効率

性や環境を無視した過度な多頻度小口物流サービス

の提供がなされ、とりわけ道路交通への負荷が大き

くなり、渋滞や環境問題を引き起こしている。

本研究は、物流面で非効率を招いている商慣行を

抽出し、それらが物流や貨物車交通に与えている影

響・問題点を把握した上で、物流交通の効率化に資

する改善策を明らかにしようとするものである。こ

のため、既存文献調査や製造・流通・運送事業者へ

のヒアリング調査を行って商慣行の現状を把握する

とともに、既存の統計等から、商慣行改善による貨

物車交通への負荷軽減の効果や商慣行改善策とその

実現に向けた課題について検討した。

経済産業省が実施している商慣行改善調査1）結果

等から主要業種で問題とされている商慣行をみる

と、①契約条件のあいまいさ（詳細条件の非文書

化）、②付帯コスト・サービス（店員派遣要求、物

流コストの把握が困難、店着価格制）、③納品条件

に関わるもの（リードタイム（注文を受けてから納

品までの時間）短縮、多頻度小口納品）、④返品、

⑤製品仕様に関わるもの（過剰品種、過剰品質）等

が挙げられる。なお、運輸業においては、リードタ

2．商慣行の現状

1．はじめに
イムの短縮、多頻度小口配送、時間指定納品、緊急

納品といった納品条件に商慣行上の問題が集中して

おり、さらに荷主とのコスト認識の相違も問題を生

じる原因となっている。

一方、製造業や小売業の10社に対して、物流に関

わる商慣行への基本的な認識や商慣行改善の取り組

み状況を把握するためのヒアリング調査を行った

が、そのうち貨物車交通への影響が大きいと判断さ

れた主要な商慣行は以下のとおりである。

多頻度小口配送、リードタイム、ピーク集中、時

間指定等の問題は、消費者の生活習慣、ライフスタ

イルが遠因であり、企業は消費者のニーズに対応す

るのが大前提のため、個別企業レベルでは改善が難

しいとの認識が示された。特にピーク集中、小口配

送等の問題でその傾向が強い。

しかし、それらの商慣行が物流コストの増加を招

いていることも認識されており、可能な範囲で改善

していきたいとの意向も示された。特に、消費者の

ニーズにより一定の非効率が生じるのはやむを得な

いが、計画的に対応することで非効率をなくしたい

という考え方が示された。たとえばピーク集中に関

しても、雑誌の発売日等の予見可能なピーク集中は

あまり問題がないと認識しているなど、計画的に対

応することで商慣行に起因する非効率をある程度回

避できるとしている。

また、多くの企業でリードタイムの延長により物

流の計画性を高め、商慣行に起因する様々な課題を

回避しようとしていることがわかった。

返品については、販売の機会損失を避ける観点か

らある程度はやむを得ないとしつつも、需要予測の

精度を向上することで返品率を下げたいとの意向が
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見られ、需要予測の精度向上が様々な面で商慣行の

改善に繋がるとの認識が示された。

このような中、企業個別の取り組みとして、ある

自動車製造企業では部品の調達物流においてミルク

ラン方式で自分が取りに行く物流を行っており、こ

れにより部品価格と輸送価格を分離し、トラック台

数を25％、物流コストを40％削減している。また、

立場が弱いとされる輸送事業者が量販店への店着時

間変更を申し入れ、必要トラック台数を37％削減し

ている。さらに、提供する輸送サービスに応じた価

格を設定するメニュープライシング等を導入する企

業もある。

商慣行が貨物交通に影響を及ぼす過程は輻輳的・

複合的で一義的に決めつけられないが、既存資料や

3．商慣行とその貨物車交通への
影響波及過程

ヒアリング結果を参考に、不要な物流の発生、多頻

度・小口化、リードタイムの短縮、ピーク集中とい

った側面から検討し、体系的に整理した（図表1）。

商慣行同士が複雑に絡み合っている状況や、「店

着価格制（運賃込み料金）」が物流効率化のインセ

ンティブを低下させ、様々な影響を与えているこ

と、ライフスタイルの多様化・個別化等に基づく商

品の多品種少量化やリードタイムの短縮等が「多頻

度小口配送」に繋がって、貨物車の走行キロ（走行

台キロ）を増加させていることがわかる。

なお、図表1には後述する商慣行改善策を合わせ

て示した。

（1）現在の商慣行下における流通の現状

様々な商慣行がその連鎖によって貨物車交通の非効

率をもたらしているが、ここでは既存調査データ2）3）

4．商慣行の改善と貨物車交通への影響

図表1 商慣行の貨物車交通への影響波及過程と改善策
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で分析可能な代表的商慣行に着目して、流通の実態

を整理した。

①流動ロット・積載量：出荷1件当たりの重量ベー

スでの大きさを示す流動ロットとトラック1台当た

りの平均積載量の変化をみると、流動ロットは1985

年調査の2.63トン/件から2000年調査の1.73トン/件

まで低下している。また、同期間に営業用普通車の積

載量も6.4トン/台から5.8トン/台に低下しており、

流動ロットの低下を貨物の積み合わせ等でカバーで

きておらず、貨物車輸送が非効率になってきている。

②リードタイム：図表2は卸売業・小売業のリード

タイム別輸送比率を流動件数ベースでみたものであ

る。卸売業よりも小売業の方がリードタイムが短

く、小売業においては全体の7割のリードタイムが1

日である。このようにリードタイムが短い場合（極端

な場合は緊急納品となる）、輸送ロットが小さくな

る上、他の納品先との積み合わせも困難になること

から、非効率な物流を招く大きな要因となっている。

③ピーク集中：図表3は、産業別出荷量の月別変動

を示したもので、年度末（3月）と年末（12月）に

ピークがあり、特に鉱業は年度末、卸売業は年末に

大きなピークがある。たとえば鉱業の場合、最も少

ない1月と最大の3月では、1.5倍近い差があり、物

流や貨物車交通への負荷が伺える。

④返品：返品の実態は極めてわかりづらく、体系化

されたデータも少ないが、最近実施された返品に関

する個別調査結果をみると、製造業の返品率は

2.8％と低いものの、アパレル（繊維製品）卸売業では

約20％、出版業では書籍41.3％・雑誌34.6％といった

高い返品率であり、不要な物流に繋がっている。

（1）全体シナリオ

既存文献やヒアリング調査結果を参考に、貨物車

交通に影響を及ぼす商慣行の改善策について検討し

た。その結果について、前出の図表1に、影響が大

きい商慣行に対する改善策として体系的に示した。

ここでは、貨物車交通削減効果が大きい小口配送

の改善に繋がる商慣行として、「大ロット化」と「製品

価格と輸送費の分離」の2つを取り上げてみたい。

（2）大ロット化

大ロット化（図表4）を推進するために、すでに

一部の民間企業で取り組まれている代表的な方策と

して、メニュープライシングが挙げられる。これは、

発注ロット（輸送ロット）の大きさやリードタイム

の長さに応じて物流価格を差別化し、荷主が自分に

必要な物流サービスの質と価格を選択できるように

するものである。荷主は一般的にはリードタイムが

短い方を好むが、サービス提供に必要となる物流コ

ストを自分が負担しているとわかれば、より合理的

なロットやリードタイムを選択するようになると考

えられる。

ある日用雑貨製造業A社が同社の代表的な製品で

行っている大ロット化が、仮に同業の大手5社の出

荷についても同程度に行われることを想定すると、

6社計で1年間に削減される貨物車交通は約7,800万

台キロ、これに相当する輸送コストは約240億円と

推定される。

小ロット化に歯止めをかけることに成功したある

アパレルメーカーの事例を図表5に示す。

5．商慣行改善のシナリオ

図表2 卸売業と小売業のリードタイム別輸送比率

図表3 業種別出荷量の月別指数
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図表4 大ロット化

取り組み名称

目的

主体と客体

対象項目・指標

概要

小ロット運賃小売側負担

多頻度・小口配送の要求の高まりへ対応しつつ、売上の約1割を占める物流コストを圧縮することを目的と
する。

メーカーから小売店に要請

ロット規模

G社は、6アイテムを超える衣料品を量販店、CS向けに出荷しているが、年々、多頻度・小口配送への要求
が高まり、1回当たりの平均受注ロットは、85年の1アイテムにつき5デカ（1デカは10枚1組の単位）から、
1デカにまで小口化した。そのため、配送効率は下がり、物流費用は、上昇し続け、売上の1割近くを占め
るまでになった。そのため、全国の小売店に対し、3万円以下の小口発注の是正と最低ロットを1デカとする
ことを要請した。また、高サービスに対しては、応分の負担を求めるという考え方から、1回3万円以下の発
注に対しては、運賃を着払いとし、小売店に理解を求めた。

課題 小ロットに対する運賃負担を求めるだけでなく、量販店等の有する物流センターなどと重複するセンターの
整理など物流拠点の再配置による自社全体での効率化が進められている。また、近年は、「楽天」などと連
携し、オンラインでの直販にも力を入れている。

1回3万円以下の小ロット配送 
費について小売店側負担 

在庫の圧縮 

無駄な多頻度配送の解消と 
有効なリードタイム短縮 

多頻度・小口配送（小ロット化） 
の是正 

積載効率の向上 

走行台キロの減少 

環境負荷の低減 

過度な小ロット注文の減少 

プロセスと効果

図表5 Ｇ社の小ロット配送削減（小口運賃小売側負担）



（3）製品価格と輸送費の分離

製品価格と輸送費を分離するためにすでに一部の

民間企業で取り組まれている代表的な方策として、

「取りに行く物流」が挙げられる（図表6）。これは、

着荷主で輸送費を自ら直接負担していなかったため

に製品価格（購入費）に占める輸送費がわからなか

った企業が、自社が輸送費を負担して（たとえば、

チャーターした貨物車を使って）発荷主のところへ

製品を取りに行く物流である。従来、製品価格は輸

送費込みの価格であったが、あらたに輸送費を差し

引いた価格を設定することになる。輸送費の「見え

る化」により、貨物車の積載率向上などの物流効率
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取り組み名称

目的

主体と客体

対象項目・指標

概要

取りに行く物流

大ロット化、リードタイム短縮、在庫の圧縮による物流効率化、物流コストの大幅な削減をはかることを目
的として、部材メーカーまで「取りに行く物流」を導入した。

メーカーから部材メーカーへ要請

物流費（運送費、倉庫経費、管理費）、リードタイム、ロット規模

S社グループの物流システムを担うT社が主導して導入した調達物流の方式。発注者であるメーカーが、必
要に応じて川上側の部材メーカーに部材を取りに行く、いわゆるミルクラン物流。部材メーカーが発注者に
製品を届ける従来の物流では、部材価格に物流費（運送費、倉庫費用、管理費）が含まれていたが、必要な
ときに発注者自ら取りに行くため、倉庫費用、管理費が不要となった。請求額には、物流費は含まれていな
い。この方式の導入により、物流費を60％削減することに成功した。

課題 現状では特になし。

取りに行く物流の導入 

店着価格制の廃止 

無駄な多頻度・小口配送 
実施の減少 

在庫の圧縮 

無駄な多頻度配送の解消と 
有効なリードタイム短縮 

大ロット化 

多頻度・小口配送（小ロット化） 
の是正 

積載効率の向上 

走行台キロの減少 

環境負荷の低減 

プロセスと効果

図表7 S社におけるミルクランの実施とコスト削減

図表6 店着価格と工場渡し価格
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化が促進される。ある輸送機器製造業B社が同社の

調達部品で行っている製品価格と輸送費の分離が、

仮に同業の大手7社の入荷物量についても同程度に

行われることを想定すると、8社計で1年間に削減さ

れる貨物車交通は約1,800万台キロ、これに相当す

る輸送コストは約270億円と推定される。

取りに行く物流を行うことで物流費を60％も削減

することに成功したある電気機器メーカーの事例を

図表7に示す。

商慣行は、自由主義的な市場の中で、企業間で行

われる取引を支えるもので、第三者がその変更を強

要できる筋合いのものではない。しかしながら、現

行の商慣行が定着した時代には合理性を持っていた

としても、社会的、経済的、また技術的環境が変化

していく中で、その当時の合理性を失っている商慣

行が存在していることは考えられる。

それまで省みられることのなかった商慣行を見直

すことで、コストの削減や経営パフォーマンスの改

善に留まらず、環境負荷の低減を実現した企業の事

例がある。これらの事例は“1社でも多くの企業に

商慣行の改善に取り組んでいただくこと”が外部不

経済の是正に繋がることを示唆している。

ここでは商慣行の改善を推進するために公的セク

ターが採り得ると考えられる施策を例示してみたい。

（1）基礎的な広報活動

①商慣行改善のベストプラクティス集の作成

②シンポジウム、フォーラムの開催

（2）告知活動―企業の社会的責任に訴える

①商慣行改善に対する認証制度や表彰制度の創設

（3）公共政策（その1）―物流の全体最適化を狙う

①物流情報の標準化

②物流規格（輸送容器等）の標準化

（4）公共政策（その2）―インセンティブを中心に

①高積載率車割引制度

②高積載率車優先レーン

6．商慣行の改善を推進するために

③低積載率車進入禁止ゾーン

④優良燃費輸送事業者に対する燃料割引制度

⑤物流費の公表（米国のロビンソン・パットマン法

など）

今年度、商慣行と物流研究会では「製品価格と輸

送費の分離」および「大ロット化」の問題に着目し

て研究を継続している。企業事例研究やアンケート

調査により、商慣行の改善事例を収集し、改善に至

った背景や改善効果、あるいは改善できない原因

（ボトルネック）等について検討を進めている。

また、これまでの調査結果を踏まえ、商慣行の改

善に関する取り組みを産業界に広く普及、推進させ

ていくため、2006年2月3日fの13:30から「取引条

件の見直しによる環境負荷とコストの改善」と題し

たシンポジウムを開催する予定であるので、この問

題にご関心のある読者諸兄には是非ご来場をお願い

する次第である。

ロットサイズやリードタイム、また納品時刻など

の物流条件を規定していると考えられる商慣行（物

流上の取引条件）を見直すことで物流交通の効率化

を図り、もって環境負荷低減などの社会的効果をも

たらすことはできないだろうか、という問題意識の

もと、2004年度から商慣行の実態や商慣行の改善事

例の調査・研究を行っている。事務局はJILS。

〔メンバー（順不同）〕

根本　敏則　一橋大学 大学院 商学研究科

中　　光政　東京経済大学 経営学部

林　　克彦　流通科学大学 商学部

皆川　武士　国土交通省 道路局 企画課

大西　博文　国土交通省国土技術政策総合研究所

参考文献
1）経済産業省：商慣行改善調査報告書, 1994～2002
2）国土交通省：第7回全国貨物純流動調査, 2000
3）国土交通省総合政策局情報管理部：平成14年度版陸運統計要
覧, 6日本自動車会議所,2003.3

商慣行と物流研究会

7．最後に

商慣行の改善と物流交通の効率化
―商慣行の改善と物流効率化に関する基礎調査より―
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ロジスティクス環境シンポジウム

～取引条件の見直しによる環境負荷とコストの改善～

開催要領

1．趣　旨：
京都議定書の国別削減約束の達成に向けて省エネ法が改正され、運輸（貨物）分野においては、運輸事業
者に加えて荷主となる事業者に対しても、省エネの取組みを義務付ける法律が2006年4月より施行されること
となった。
このような状況のもと、製造業・流通業・物流企業間の取引条件を見直すことによるCO2等の環境負荷の低

減、また、輸送コストや道路交通に与える影響に係わる認識を関係者で共有することが本シンポジウムの趣旨
である。

2．概　要：
■日　　時：2006年2月3日f13：30～16：50
■会　　場：アイビーホール青学会館／東京･渋谷区（予定）
■参加対象：製造業、流通業、物流企業及び関係団体等
■参加料金：無料
■参加人数：100名（予定）
■主　　催：6日本ロジスティクスシステム協会
■後　　援：経済産業省、国土交通省、6日本経済団体連合会、6日本物流団体連合会（申請予定）

3．プログラム構成（案）：

13：30～13：35

13：35～14：20

14：20～15：05

15：20～16：50

16：50

開催にあたって「ロジスティクス環境会議からのメッセージ」

小西俊次氏／ロジスティクス環境会議企画運営委員会副委員長（広報・普及専門委員会委員長）

愛知陸運㈱代表取締役専務

講演1「環境負荷低減と物流効率化を促進する商慣行のあり方と道路交通」（仮）

根本敏則氏　一橋大学大学院商学研究科教授

講演2「取引条件の見直しによる環境負荷とコスト低減の取組み」（仮）

製造業（発荷主企業）

パネルディスカッション

「環境負荷低減とコスト低減を実現するための荷主企業（発・着）と物流企業の連携」（仮）

【主な論点】

・取引条件に起因する物流上の問題点（コストとCO2など）

・課題解決に向けたアプローチ（店着価格制、時間指定、短納期、リードタイム短縮など）

・その他

コーディネータ：根本敏則氏　一橋大学大学院商学研究科教授

パネリスト：浜辺哲也氏　経済産業省商務情報政策局流通・物流政策室長

国土交通省

林克彦氏　流通科学大学商学部教授

製造業（発荷主企業）

小売業（着荷主企業）

物流企業

閉会
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荷主と物流事業者との取引に関する実態調査報告書(概要) 

 
平成１８年３月１日 

公 正 取 引 委 員 会 
 

 
第１ 調査の目的等 

 
１ 調査の目的 

公正取引委員会は，荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を

効果的に規制する観点から，平成１６年３月，独占禁止法第２条第９項の規定に基
づき，「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」

（平成１６年公正取引委員会告示第１号。以下「物流特殊指定」という。）の指定を

行った（同年４月１日施行）。その後，物流特殊指定に違反する行為がないか監視し

てきたところであるが，今後の物流特殊指定の運用に役立てるため，指定後の荷主
と物流事業者との取引の実態を把握し，併せて問題が認められる場合には，関係事

業者等に対し所要の改善措置を採るよう求める必要があると考え，今般，調査を実

施したものである。 
 

２ 調査対象及び調査方法 
物流事業者（物流サービス（物品の運送又は保管）を提供する事業者）及び荷主

（物品の所有者）を対象に書面調査を実施した。調査票の発送数及び回答状況は以
下のとおりである。 

 

調査対象事業者 発送数 回答数 回答率 

物流事業者 4,000社 1,308社 
32.7％ 

(1,308/4,000社) 

荷   主 6,754社 3,527社 
52.2％ 

(3,527/6,754社) 

 
 

 
 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

電 話  ０３－３５８１－３３７３（直通） 
ホームページ  http://www.jftc.go.jp 

honbu02
テキストボックス
　　参考資料１－２　　2006．11．10
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第２ 取引の概要 

 
１ 継続的に取引している事業者数 

 
  (1) 物流事業者の取引先事業者数 

 物流事業者が物品の運送又は保管について継続的に取引している事業者（荷主，
他の物流事業者等）数をみると，取引先数が１０社以下である物流事業者が全体

の約４１％となっており，また，取引先数が５０社以下である物流事業者が全体
の約７７％となっている。 

 

図１ 物流事業者の取引先事業者数 

8.6% 18.2% 14.3% 15.2% 20.5% 10.2% 12.6% 0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１社 ２～５社 ６～１０社
１１～２０社 ２１～５０社 ５１～１００社
１０１社以上 継続的に受注している取引先はない。

 

有効回答数：１２０４ 

 

  (2) 荷主の取引先物流事業者数 
荷主が継続的に取引している物流事業者数を運送業者，倉庫業者別にみると，

運送業者については５社以下と取引している荷主が約４９％，倉庫業者について
は５社以下と取引している荷主が約７５％となっている。 

 
図２ 荷主の取引先物流事業者数 

49.2%

74.9%

28.1%

15.3%

15.8%

5.6%

6.8%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

運送業者
(N=2721)

倉庫業者
(N=786)

５社以下 ６～１０社 １１～２０社 ２１社以上

 

（注）運送業及び倉庫業の両方の事業を営んでいる物流事業者については，主として営んでいる事業に分類

されている。 
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２ 物流事業者の取引高上位５社等との取引の概要 

 
  (1) 取引高上位５社 

物流事業者が継続的に取引している事業者のうち，取引高の多い上位５社までの
各事業者をみると，荷主が最も多く，取引高上位５位までの事業者全体の約６４％

となっている。 
 

図３ 取引高上位５社 

63.9% 11.3% 22.8% 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上位５社(N=4553)

荷主 荷主の物流子会社 物流事業者 その他
  

 

(2) 取引年数 
物流事業者とその取引高上位５位までの各事業者との取引年数をみると，１０

年を超えて継続取引している事業者が取引高上位５位までの事業者全体の６８％

となっており，物流事業者と事業者との取引は長期的なものとなっている。また，
物流事業者と取引高第１位の事業者との取引については，その約８２％が１０年

を超えて継続している。 
 

図４ 取引高上位５社との取引年数 

14.1%

6.5%

16.7%

11.2%

68.0%

81.8%

0.4%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上位５社(N=4544)

１位(N=1116)

１年以下 １年超５年以下 ５年超１０年以下 １０年超
 

 
  (3) 取引依存度 

物流事業者の取引高第１位の事業者に対する取引依存度をみると，取引依存度

５０％超の物流事業者が約４０％と最も多くなっており，特定の事業者に対する
取引依存度が高い状況がうかがわれる。 

     



 4 

図５ 取引高第１位の事業者に対する取引依存度 

8.5% 28.7% 23.1% 39.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１位(N=1110)

１０％以下 １０％超３０％以下 ３０％超５０％以下 ５０％超
 

 

  (4) 荷主における取引先物流事業者の変更 
荷主が継続的に取引している物流事業者について「変更しない。」，「ほとんど変

更しない。」と回答した荷主は約９４％となっており，固定的な取引となっている。 

 
図６ 物流事業者の変更の有無 

6.1% 58.4% 35.5%
0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく変更する。 ときどき変更する。 ほとんど変更しない。 変更しない。
 

有効回答数：２７８６ 
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第３ 行為類型別の状況 

 
 １ 全般 

 
   荷主が物流事業者に対して行う種々の要請等の有無を,物流特殊指定で規定され

ている行為類型別にみると,代金の引下げ要請又は物品の購入要請・役務の利用要請
があったと回答した物流事業者が比較的多くなっている。 

 
図７ 行為類型別の要請等の有無 

26.1%

10.4%

5.5%

24.6%

20.7%

16.5%

22.1%

13.8%

16.7%

44.6%

67.0%

76.4%

72.7%

81.6%

79.8%

0.3%

0.6%

0.4%

4.6%

1.9%

1.5%

4.8%

4.0%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

代金の引下げ要請
(N=1064)

物品の購入要請
・役務の利用要請

(N=1027)

支払時における
代金の減額
(N=1065)

代金の支払遅延
(N=1066)

経済上の利益の
提供要請
(N=1046)

発注内容の変更
・やり直し要請

(N=1029)

よくあった。 ときどきあった。 ほとんどなかった。 なかった。

 
 

２ 各行為類型の状況 

 

(1) 一方的な代金の引下げ（買いたたき） 

 
   ア 荷主からの代金の引下げ要請が「よくあった。」，「ときどきあった。」と回答

した物流事業者は，図７のとおり併せて約３１％となっている。 

これら事業者に対して,その引下げ要請を承諾したかどうかを質問したとこ
ろ,図８のとおり，「代金引下げ自体は承諾したが,引下げ幅は自社の意向も酌ん

でもらった。」と回答した者が約６０％となっている一方,「要請どおり承諾し
た。」と回答した者も約３４％となっている。 

（注）このほか，手形払いを受けたことのある物流事業者３６６社に対し,割引の有無を質問したところ，

約２％の者が金融機関で割引できなかったと回答した。 
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この「要請どおり承諾した。」と回答した物流事業者に対し,荷主との協議の

状況を質問したところ,図９のとおり,「協議したが,十分とはいえなかった。」,
「協議の機会を与えられなかった。」と回答した者は,併せて約７６％であった。 

 
図８ 代金引下げの承諾の有無 

33.6% 59.9% 4.2%1.7%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

承諾しなかったところ，荷主から取引を停止させられた。

要請どおり承諾した。

承諾せずに，自社の判断で取引自体を取りやめた。
代金引下げ自体は承諾したが，引下げ幅は自社の意向も酌んでもらった。

承諾せずに，元の額での取引を認めてもらった。
 

有効回答数：２８９ 

 

図９ 荷主との協議 

32.6% 43.2% 20.0% 4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協議の機会を与えられなかった。 協議したが，十分とはいえなかった。 十分協議した。 協議を希望しなかった。
 

有効回答数：９５ 

     

イ 荷主が物流事業者に対し代金の引下げ要請を行うことは，そのこと自体が物流
特殊指定上問題となるものではないが，物流事業者に対して十分協議する機会を

設けないで一方的に代金の引下げを行う場合には,物流事業者に不利益を与える

こととなりやすく，物流特殊指定上問題を生じやすいので十分に注意が必要であ
る。 

 

 (2) 物品の購入強制･役務の利用強制 

 
ア 荷主から物品の購入要請又は役務の利用要請が「よくあった。」，「ときどきあ

った。」と回答した物流事業者は,図７のとおり併せて約１２％となっているが,

これら事業者に対し，実際に購入・利用したかどうかを質問したところ,図１０
のとおり,「必要はなかったが，やむを得ず購入・利用した。」と回答した物流

事業者が約４５％となっている。 
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図１０ 実際の購入・利用の有無 

45.4% 49.6% 5.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要はなかったが，やむを得ず購入・利用した。 必要があったので，納得して購入・利用した。 購入・利用を断った。
 

有効回答数：１１９ 

 
イ 荷主が物流事業者に対し物品の購入等を要請することは,それが物流事業者

の任意の購入等を依頼するものにとどまる限り，物流特殊指定上問題となるも

のではない。しかしながら,荷主が任意の購入等を依頼したと思っても,物流事
業者にとっては,事実上,その依頼を拒否できない場合があるので,物流特殊指

定上問題を生じやすく,十分に注意が必要である。 

 

   (3) その他の行為類型 
 

「代金の引下げ要請」及び「物品の購入要請・役務の利用要請」以外の行為類

型について，「よくあった。」又は「ときどきあった。」と回答した物流事業者を行
為類型別にみると，図７のとおり，「支払時における代金の減額」が７％，「代金

の支払遅延」が約５％，「経済上の利益の提供要請」（注）が約５％，「発注内容の
変更・やり直し要請」が約４％となっている。 

これらの行為類型に係る要請等の状況については，「代金の引下げ要請」，「物品
の購入要請・役務の利用要請」と比較すると相対的に低い割合にとどまっている

ものの，必ずしも問題がないといえる状況にはなく，荷主が物流事業者に対して
要請等を行う際には物流特殊指定上問題が生じないよう注意をする必要がある。 

（注）「経済上の利益の提供要請」とは，例えば，年末の決算対策など，荷主の損益が悪

化したことを理由として協賛金等を負担させることをいう。 

 

 

第４ 物流事業者から指摘された具体的な問題事例 

 
書面調査において，物流事業者から，荷主が物流特殊指定上問題となるおそれの

ある行為を行っていると具体的に指摘があったものについては，更に詳しく事情を

聴くため，当該物流事業者に対してヒアリングを行った。 
これら物流事業者からのヒアリング結果を基に，事実関係を聴取する必要がある

と判断された荷主に対しては，具体的な行為を指摘して物流事業者との取引におい
て物流特殊指定等に違反する行為がないか点検を求めるとともに，問題となるおそ
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れのある行為について是正を要請した。要請した事例は，次のとおりである。 

 

＜事例１＞ 

 
中部地区所在のＡ社は，物流子会社であり，親会社の荷物の運送を他の物流事

業者に委託する取引を行っており，物流特殊指定の規定上，Ａ社は，「特定荷主」
とみなされる。 

Ａ社は，農業資材等の運送を物流事業者に委託しているところ，①委託を受け
た物流事業者がＡ社の指定した場所まで農業資材を運送したところ，Ａ社の発注

ミスにより当該農業資材を再び持ち帰ることになったにもかかわらず，当該運送

に要した費用を支払わないこと，②運送とは関係のない労務作業を必要な費用を
支払わずに行わせること，③委託した物品の運送とともに，別の物品の運送を必

要な費用を支払わずに行わせることをしていた。 

＜事例２＞ 
 

関東地区所在のＢ社は，建設業者である。Ｂ社は，建設業界の市場規模が縮小

しているとの認識の下，競争力を維持し，コストダウンを図るため，建設資材の

購入先，建設資材等の運送委託先(物流特殊指定に規定する「特定物流事業者」が
含まれている。)に対し，今後は，発注時に定めた取引金額から一律に一定比率で

差し引いたものを実際の支払額とすることを要請し，これに同意した取引先から

実際に当該金額を差し引いて支払っている。ただし，一部の取引先に対しては十
分な協議を行うことなく，一定額を差し引いて支払っていた。 

 

 

 
第５ 公正取引委員会の対応 

 
 １ 今回の調査結果でも明らかなように，一般に，物流事業者は，その取引先荷主の

数が少なく，また，特定の荷主に対する取引依存度が高い状況にあることから，荷
主と物流事業者との取引においては，荷主が優越的地位に立つ傾向が高く，その地

位を利用した優越的地位の濫用行為が生じやすい。 
このため，公正取引委員会は，平成１６年３月，物流特殊指定を策定し，同指定

に違反する行為がないか監視するとともに，親事業者を対象とした下請法講習会等
を利用してその周知徹底を図ってきたところである。 
また，昨今の原油価格の上昇に伴う燃料価格の上昇による物流事業者をめぐる厳

しい情勢にかんがみ，昨年１２月，荷主の立場に立つ関係事業者団体(荷主団体)に
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対し，物流特殊指定の周知徹底等について要請したところである。 

 
 ２ 今回の調査の結果，一部の荷主は，物流事業者と十分協議することなく一方的に代

金の引下げ要請を行い，物流事業者は，要請に応じないと取引上不利になることを懸
念して，これを受け入れざるを得ない状況にあることがうかがわれた。 

独占禁止法上問題となる行為を未然に防止し，荷主と物流事業者の取引の公正化
を図っていくためには，取引条件を決定するに当たり，荷主と物流事業者の間であ

らかじめ十分な協議を行うことが重要であると考えられる。 
また，物流事業者の指摘の中には，委託元である他の物流事業者による行為も含

まれているところ，これらは下請法の規制対象となることから，これらの行為につ

いては，別途，下請法の定期調査の中で調査を進めることとする。 
 

 ３ 公正取引委員会としては，今回の調査の結果を踏まえ，荷主団体に対して，改め

て物流特殊指定の内容を傘下会員に十分に周知徹底するとともに，傘下会員の独占

禁止法遵守体制について，制度面及び運用面において一層の改善が図られるよう，
傘下会員への指導を要請することとする。 

また，今後とも，荷主と物流事業者との取引実態の把握や違反行為の未然防止に

努めるとともに，具体的な情報提供が行われた場合には調査を行い，物流特殊指定
に違反する事実が認められた場合には厳正に対処していくこととしている。 

 
 















































  

 

企業の環境報告書における物流に関する記載内容実態調査について 

 

 

１． 企業の環境報告書における物流に関する記載内容実態調査とは 

企業の環境報告書における物流に関する記載内容実態調査は、第１期ロジスティクス環境会議の共通基盤

整備委員会が、ＪＩＬＳの書庫に所蔵されている荷主企業186社の環境報告書の記載内容について調査した

ものである。 

具体的には、包装、輸送、保管・荷役の３つの機能ごとに、委員会メンバーで事前に決定したチェック項

目についての記載の有無を確認した。それぞれのチェック項目は以下のとおりである。 

 

（１）包装 

  ①包装活動全体の評価（総量） 

  ②総合包装設計（リデュース）の推進 

  ③リユースの推進 

  ④リサイクルの推進 

  ⑤その他 

（２）輸送 

  ①輸送活動全体の評価（総量） 

  ②モーダルシフトの推進 

  ③共同化の推進 

  ④車両サイズの適正化 

  ⑤経路適正化 

  ⑥情報化の推進 

  ⑦エコドライブの推進 

  ⑧低公害車の導入 

  ⑨その他 

（３）保管・荷役 

  ①保管・荷役活動全体の評価（総量） 

  ②ユニットロードの推進 

  ③ゼロエミッションの推進 

  ④庫内搬送動線の最適化 

  ⑤低公害機器の導入 

  ⑥その他 

 

２． 調査結果について 

参考資料２－２参照 

以 上  
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企業の環境報告書における物流に関する記載内容実態調査結果の概要（抜粋） 

 

 

図表１ 環境報告書における内容の記載傾向 

 
調査対象 １８６社 
「物流」専用頁の有無 有 57.5% 
    無 42.5% 

定量的記載の有無 ビジュアル表現の有無 

チェック項目 
記載の

有無 
削減 

効果 

CO2 等

算出 

CO2等

算出 

根拠(式)

図 

写真 
グラフ 表 

① 包装活動全体の評価(総量) 33.9% 12.9% 7.5% 0.5% 10.2% 7.5% 8.1% 
② 総合包装設計(リデュース)の推進 53.2% 24.2% 4.8% 1.1% 31.2% 10.2% 7.0% 
③ リユースの推進 36.0% 12.4% 2.2% 0.5% 18.8% 5.9% 2.7% 
④ リサイクルの推進 49.5% 11.8% 2.2% 1.6% 24.2% 10.2% 9.1% 

1. 
包装 

⑤ その他 7.0% 1.6% 0.5% 0.0% 1.6% 1.6% 1.6% 
① 輸送活動全体の評価(総量) 45.7% 19.9% 31.7% 5.9% 18.8% 15.1% 14.5% 
② モーダルシフトの推進 38.7% 18.3% 13.4% 3.8% 14.5% 8.6% 5.9% 
③ 共同化の推進 25.3% 7.0% 2.7% 0.0% 6.5% 3.2% 1.1% 
④ 車両サイズの適正化 15.1% 4.3% 1.1% 0.0% 3.2% 2.2% 1.6% 
⑤ 経路適正化 23.1% 7.5% 4.8% 1.1% 7.0% 4.3% 2.2% 
⑥ 情報化の推進 9.7% 3.2% 2.2% 0.0% 2.7% 1.6% 0.5% 
⑦ エコドライブの推進 25.3% 4.3% 0.5% 0.5% 9.1% 1.6% 1.6% 
⑧ 低公害車の導入 30.6% 4.8% 2.7% 1.1% 7.5% 6.5% 5.4% 

2. 
輸送 

⑨ その他 13.4% 3.2% 2.2% 0.5% 4.3% 0.0% 3.2% 
① 保管･荷役活動全体の評価(総量) 5.9% 1.1% 1.1% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 
② ユニットロードの推進 1.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 
③ ゼロエミッションの推進 4.3% 3.2% 0.0% 0.5% 1.1% 1.1% 1.1% 
④ 庫内搬送動線の最適化 2.2% 0.5% 0.0% 0.5% 1.1% 0.0% 0.5% 
⑤ 低公害機器の導入 9.1% 4.3% 1.1% 0.5% 5.9% 2.2% 0.5% 

3. 
保管 

荷役 

⑥ その他 2.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 
 
 

参考資料２－２

2006.11.10 



図表２ 業種別の記載項目 

 
    項目 全体 食品 

繊維 
紙・パルプ 
出版・印刷 

化学 
石油･ガラス 

土石 
鋼鉄 

非鉄金属 

金属製品 
一般機器 電気機器 

輸送用・ 
精密機器 
その他 

卸売業 小売業 建設業 
50%Up 

件数 
(10業種) 

調査企業数 186 19 10 36 22 13 28 24 11 19 4   

物流専用ページ有 57.5% 68.4% 50.0% 52.8% 59.1% 15.4% 78.6% 54.2% 54.5% 36.8% 50.0% 8 

包装 1 活動全体評価 33.9% 63.2% 50.0% 13.9% 40.9% 15.4% 64.3% 54.2% 18.2% 42.1% 25.0% 4 
  2 包装設計推進 53.2% 89.5% 60.0% 38.9% 72.7% 30.8% 67.9% 75.0% 54.5% 47.4% 50.0% 7 
  3 リユース推進 36.0% 36.8% 40.0% 19.4% 31.8% 23.1% 60.0% 79.2% 63.6% 47.4% 25.0% 3 
  4 リサイクル推進 49.5% 52.6% 90.0% 36.1% 68.2% 23.1% 50.0% 50.0% 63.6% 89.5% 25.0% 7 
  5 その他 7.0% 5.3% 10.0% 5.6% 4.5% 7.7% 10.7% 4.2% 0.0% 5.3% 0.0% 0 
輸送 1 活動全体評価 45.7% 52.6% 30.0% 38.9% 59.1% 30.8% 78.6% 66.7% 18.2% 57.9% 100.0% 6 
  2 モーダルシフト推進 38.7% 42.1% 50.0% 50.0% 63.6% 15.4% 71.4% 50.0% 27.3% 0.0% 25.0% 5 
  3 共同化推進 25.3% 10.5% 20.0% 13.9% 18.2% 7.7% 35.7% 20.8% 0.0% 0.0% 25.0% 0 
  4 車両サイズ適正化 15.1% 26.3% 10.0% 25.0% 22.7% 7.7% 14.3% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0 
  5 経路適正化 23.1% 36.8% 30.0% 16.7% 13.6% 7.7% 42.9% 50.0% 9.1% 31.6% 50.0% 2 
  6 情報化推進 9.7% 21.1% 20.0% 0.0% 13.6% 15.4% 21.4% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0 
  7 エコドライブ推進 25.3% 57.9% 40.0% 13.9% 13.6% 7.7% 28.6% 20.8% 36.4% 57.9% 50.0% 3 
  8 低公害車導入 30.6% 36.8% 30.0% 27.8% 31.8% 23.1% 35.7% 12.5% 72.7% 73.7% 25.0% 2 
  9 その他 13.4% 0.0% 10.0% 8.3% 18.2% 15.4% 28.6% 16.7% 27.3% 15.8% 25.0% 0 
保管 1 活動全体評価 5.9% 5.3% 10.0% 2.8% 13.6% 0.0% 14.3% 4.2% 0.0% 5.3% 0.0% 0 
荷役 2 ユニットロード推進 1.6% 5.3% 0.0% 2.8% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 
  3 ゼロエミッション推進 4.3% 21.1% 40.0% 2.8% 4.5% 0.0% 7.1% 0.0% 18.2% 0.0% 75.0% 1 
  4 倉庫内搬送動線最適 2.2% 0.0% 20.0% 2.8% 4.5% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 
  5 低公害器導入 9.1% 21.1% 10.0% 13.9% 22.7% 0.0% 3.6% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0 
  6 その他 2.2% 0.0% 10.0% 5.6% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 

  50%Up 件数(21 項目) 1 6 5 2 5 0 7 8 5 4 6  

 は、50％以上の記載があったところ 



忌他のないご意見を、是非お願い申上げます。   

honbu02
テキストボックス
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第２期ロジスティクス環境会議 

第１回グリーンサプライチェーン推進委員会 議事録 

 

Ⅰ．日 時：２００６年１０月６日（金） １０：００～１２：００ 

 

Ⅱ．場 所：東京・港区 社団法人日本ロジスティクスシステム協会 会議室 

 

Ⅲ．出席者：２８名 

 

Ⅳ．内 容： 

１）委員会活動内容アンケート結果について 

  ２）委員会活動内容及び運営方法について 

 

Ⅴ．開 会 

事務局より開会が宣された後、第１期ロジスティクス環境会議の活動内容について説明がなされ

た。 

 

Ⅵ．委員紹介 

  事務局より、山本委員長、矢野副委員長、恒吉副委員長、菅田副委員長の紹介が行われた。次に、

委員各位による自己紹介が行われた後、山本委員長の司会のもと、以下の議事が進められた。 

 

Ⅶ．報告 

１）第２期ロジスティクス環境会議の概要について 

事務局より、参考資料１－２に基づき、第２期ロジスティクス環境会議の組織体制及び現在まで

の経過について説明がなされた。 

 

Ⅷ．議事 

１）委員会活動内容アンケート結果について 

事務局より、資料２に基づき、グリーンサプライチェーン推進委員会メンバーを対象に実施した

「委員会活動内容アンケート」の結果報告がなされ、以下のような意見交換がなされた。 

【主な意見】 

 委員長：当委員会メンバー向けのアンケート結果とＪＩＬＳ会員アンケートの結果の差異について

教えていただきたい。 

 事務局：①設問２－２、４－２の「今度取り組みたいと考えている施策」の数が、当委員会メンバ

ーの方が多い、②設問２－５、４－５「環境負荷低減活動の取組状況」では、ＪＩＬＳ会

員は自社のみの対策が多いが、当委員会メンバーは他社と連携した活動を行っている、以

上の２点が大きな差異になる。したがって、当委員会メンバーの方が、環境対応に関する

意識が高いということが言えると考える。 

 委員長：設問２－１、４－１「貴社で実施中の施策の優先順位」において、当委員会メンバーは「輸

送のＣＯ２削減」との回答が多かった一方で、ＪＩＬＳ会員では「３Ｒの推進」という回

答が多かった理由について教えていただきたい。 

 事務局：あくまでも想像の範囲であるが、当委員会メンバーは物流部門における環境対応を実際に

されている方が多いが、一方でＪＩＬＳ会員連絡窓口は、総務や経理部門の方がなってい

る企業もあり、その方々からすると、輸送分野よりも事務用品等の３Ｒの取組に関心があ

ることからこのような結果になったのではと考えられる。その次に想定される理由として

参考資料３ 
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は、回答数が大きく異なることが考えられる。 

 委員長：アンケート結果の公表の有無について教えていただきたい。 

 事務局：環境会議については、原則としてホームページで資料の公開を行っているので、本結果に

ついても公表することとなる。一方、ＪＩＬＳ会員アンケートについては、担当部署が正

式な集計が終わり次第、結果の概要版をホームページ等で公表する予定である。 

委 員：省エネ法の報告義務対象有無については、委員会メンバーに留まらず、環境会議メンバー

全体に広く調査してはどうかと考える。 

事務局：ご指摘を踏まえて検討する。 

【決定事項】 

・委員会活動内容アンケート結果を基に活動内容を検討することとする。 

 

２）委員会活動内容及び運営方法について 

  事務局より、資料３－１、３－２、３－３に基づき、委員会活動内容（案）及び運営方法（案）

について説明が行われ、以下のような意見交換がなされた。 

【主な意見】 

（活動内容について） 

 委 員：資料３－２の中に“調査”という語句が使われていたが、具体的にどのような調査を想定

しているか教えていただきたい。 

事務局：小売業への調査というところでは、まずは事務局で数社程度簡単なヒアリングができれば

と考えている。一方の「取引条件改善方策の検討」というところでは、委員会メンバーや

環境会議メンバーへのアンケートを適宜実施したいと考えている。 

委員長：委員会の場で委員会メンバーから話をしていただくことも重要な調査である。また、委員

会メンバーの取引先企業をご紹介いただくことにより、ヒアリング調査を実施することも

考えてられるので、ぜひご協力をお願いしたい。 

委 員：グリーン物流研究会とグリーンサプライチェーン推進委員会の違いについて教えていただ

きたい。 

事務局：研究会については、情報収集が主目的であり、具体的な成果物を出すことは行わない。一

方、委員会については最終的に提言等の成果物を出すこととなる。ただし、例えば委員会

の中間成果物を研究会で報告したり、研究会メンバーにもアンケートの協力依頼したりと

いったことは考えられる。 

 委 員：資料３－４で委員会開催数としては 10 回を予定しているが、本会議開催前には報告内容の

取りまとめ等を行わなければならず、実質的には７回しか活動できないと考えた方がよい。

したがって、活動範囲をあまり広げすぎず、小さい範囲でもいいのでまとまった成果が出

せる方がよいと考える。また、成果物作成も重要だが、委員会の場での人脈形成も意義深

いことであり、それらも含めた活動を行えればと考えている。 

 委 員：資料３－２で公正取引委員会からの説明等の記載があったが、それを実施する意義につい

て教えていただきたい。 

 事務局：物流に係る取引条件に留まらず、視野を広げるという意味で提案した。ただし、その部分

を切り口に調査を行うことについては、現在のところ事務局として想定していない。 

委 員：第１期省資源ロジスティクス推進委員会の議論でもあったとおり、一言で小売業といって

も、規模によってコントロールできる範囲、能力が異なっており、大手の小売よりも中小

の小売で問題になっていると考える。したがって、例えば、規模ごとに問題となっている

事項を情報収集した後、次のステップを考えるべきではないかと考える。 

事務局：ご指摘のとおり、第１期省資源ロジスティクス推進委員会では一次卸の調査を行い、一次

卸の納入先であるいわゆるパパママストアの問題が大きいと考えている。したがって、資

料３－２にあるとおり、「地区内物流の共同化」といったところが、解決方策の１つではな
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いかと考えている。また、公取に関しては、物流特殊指定などもあり、そのあたりも含め

て、情報収集してみてはどうかと考える。 

 

（運営方法について） 

委員長：資料２の設問１－２では、関心のあるテーマに大きな偏りがあったが、参考までにどちら

に参加したいか挙手をお願いしたい。 

（→「取引条件」10 名、「源流管理」10 名ほどとなる。） 

委員長：それでは、当初の予定どおり、委員会開催時に分科会に分かれて活動を行う形としたい。 

事務局：本日の欠席者もいるので、どちらの分科会に参加されるか、別途メールで確認を取りたい。 

委 員：両方の分科会に参加することはできないのか教えていただきたい。 

委員長：基本的には同時間帯で実施するため、片方だけになるが、委員会終了時に両分科会からご

報告いただく形をとるため、情報共有はできるようにしたい。 

 

（勉強会について） 

委 員：第１期リバースロジスティクス調査委員会では、委員会冒頭に、メンバーや外部講師を招

いての勉強会等を実施していた。当委員会でもそのようなことをやるのも一案ではないか

と考える。 

委 員：勉強会については、委員会メンバーでの持ち回りで行ってはどうかと考える。 

委員長：発表時間が長いと発表者の負担となるので、１発表 30 分程度でよいと考える。 

事務局：勉強会の実施の有無についても希望を取りたい。また、実施する場合は、事務局からメン

バーに依頼をするので、ぜひご協力いただきたい。 

 

【決定事項】 

・ 運営方法としては、当初案どおり、委員会開催時に「取引条件」「源流管理」分科会に分かれて

活動を行う。 

・ 「取引条件」「源流管理」どちらの分科会に参加するかについては、別途メールで希望を聞くこ

ととする。 

・ 勉強会実施の有無についても、メールで希望を聞くこととする。 

 

３）その他 

  第２回委員会開催日時については、2006 年 11 月 10 日（金）15 時～17 時とする。なお勉強会の

開催が確定した場合は、別途時間の変更を行う（開催日時は変更しないこととする）。 

 

Ⅷ．閉 会 

  以上をもって全ての議事を終了し、山本委員長は閉会を宣した。 

以  上 
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